
大分県農業経営改善促進資金事務処理要領 
 
第１ 趣 旨 
 大分県農業経営改善促進資金の融資事務に関しては、大分県農業経営改善促進資金融資要綱（以下

「要綱」という。）に定めるもののほか、この事務処理要領並びに基金協会及び融資機関の定めると

ころによる。 
 
第２ 定 義 
 この事務処理要領による用語の意義は、要綱に定めるところによる。 
 
第３ 融資機関 
 本資金の融資機関は、次のとおりとする。 
  (1) 農業協同組合法第１０条第１項第２号の事業を行う県内の農業協同組合 
  (2) 大分県信用農業協同組合連合会 
  (3) 農林中央金庫大分支店 
  (4) 県内に本支店を有する銀行 
  (5) 県内に本店を有する信用金庫 
 
第４ 資金の使途 
 要綱第４の２の貸付けの対象となる資金の使途を例示すると次のとおりとする。 
  (1) 種苗代、肥料代、飼料代、雇用労賃等の直接的現金経費 
  (2) 肉用素畜、中小家畜等の購入費 
  (3) 小農具等営農用備品、消耗品等の購入費 
  (4) 営農用施設、機械の修繕費 
  (5) 地代（賃借料）及び営農用施設・機械のリース・レンタル料 
  (6) 生産技術、経営管理技術の修得費 
  (7) 市場開拓費、販売促進費等 
 
第５ 借入手続 
 本資金の借入手続は、次のとおりとする。 
 なお、融資機関は農業経営改善促進資金利用申込書兼借入申込書（第１号様式。以下「申込書」と

いう。）の受理から、原則として１月半以内に借入希望者に融資の可否を通知するものとし、それま

での間に手続きが終了しない場合には、借入希望者にその理由を通知するものとする。 
(1)   借入希望者は、申込書を作成の上、農業経営改善計画の写し及び同計画の認定書の写しを添

付し、融資機関に提出する。 
借入希望者が、飼養衛生管理基準（家畜伝染病予防法（昭和 26 年法律第 166 号）第 12 条の

３に規定する飼養衛生管理基準をいう。以下同じ。）に定められた家畜のうち豚、いのしし、

鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥を飼養する事業を営む者である

場合は、県家畜保健衛生所から飼養衛生管理基準の遵守状況の確認書類の交付を受け、この確

認書類を申込書に併せて提出するものとする。 
  (2) 推進会議は、本資金の貸付に係る認定等に関する事務を、原則として、融資機関（借入申込

案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合に

あっては、融資機関及び農業信用基金協会。）に委任するものとする。 
  (3) (2)により委任を受けた融資機関は、認定等に関する審査（農業経営改善計画との整合性、農

業経営改善計画の達成確実性、借入者の償還の確実性等）を行うものとし、当該融資機関は、

推進会議事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所等を報告するもの



とする。 
  (4) (3)の報告を受けた推進会議は、速やかに、次に掲げる機関ごとに、それぞれ次に掲げる事項

を通知するものとする。 
① 助成地方公共団体  助成地方公共団体が定めた助成を行うのに必要な事項 
② その他機関  推進会議が特に指導が必要であると認めた場合における当該指導を行う上 

  で必要な事項等 
  (5) 融資機関は、慎重な審議を必要とする場合、借入額が極度額等の上限を超える場合には、推 
     進会議に関係書類を送付するとともに、認定を求めるものとする。 
 
第６ 貸付目標額の設定 
 １ 融資機関は、要綱第６の１の(1)の規定に基づく翌年度の貸付予定目標額を融資機関貸付 予定 

 目標額報告書（第２号様式）により、前年の１２月１０日までに振興局を経由して知事に提出す 

 るものとする。 
 ２ 知事は、融資機関から提出のあった融資機関貸付予定目標額、県の出損見込み、本資金の貸付 

  実績等を基礎として関係機関と協議して、貸付目標額協議書（実施要綱様式第３号）を作成し、 
  １月中旬までに九州農政局と協議するものとする。 

 ３ 知事は、要綱第６の１の(3)の規定に基づく融資機関別貸付目標額及び基金協会への預託額を 

 決定したときは、速やかに融資機関別貸付目標額及び低利預託基金預託額通知書（第３号様式） 

 により融資機関及び基金協会へ通知するとともに、九州農政局に報告するものとする。 
 
第７ 低利預託基金等の貸付契約 
 県資金を貸し付けるにあたっては、知事は、基金協会と大分県農業経営改善促進資金預託基金原資

貸付契約書（第４号様式）により貸付契約を締結するものとする。 
 

第８ 預託金の貸付け 
 融資機関は、本資金を融通しようとする時は、農業経営改善促進資金融通事業届出書（第５号様式）

によりあらかじめ知事にその旨を届け出るとともに、基金協会との間において大分県農業経営改善促

進資金低利預託基金の預託に関する基本契約（第６号様式）を締結するものとする。 
 

第９ 報 告 
 １ 融資機関は、要綱第８の１の規定に基づく上半期・下半期ごとの大分県農業経営改善促進資金

貸付状況報告書（第７号様式） を作成し、これを各上半期末・ 下半期末の翌月の末日までに基

金協会に提出するものとする。 
 ２ 基金協会は、要綱第８の２の規定に基づく上半期・下半期ごとの大分県農業経営改善促進資金

低利預託基金預託等状況報告書（第８号様式） を作成し、上半期・ 下半期の翌々月の１５日ま

でに知事に提出するものとする。 
 ３ 知事は、要領第９の２の提出を受けたときは、これを速やかに九州農政局に提出するものとす 
   る。 

 
第１０ 資金貸付けの適正化 

１ 融資機関は、本資金の貸付け及び資金の払出にあっては、次の事項に留意して、適切な運用の

確保に努めるものとする。 
(1) 本資金の貸付けを開始するに当たっては貸付けの相手方ごとに本資金と他の資金とを明確に

区分して管理すること。 
(2) 本資金は、消費的資金であることを鑑み、貸付資金の払出しは極力現金交付を避け、口座引

落し、口座振込み等、貸付資金の使途を確認し得る方法を活用すること。 



２ 融資機関は、常に借入者の資金利用状況及び経営状況等を把握し、本資金の融資及び償還の適

正化を図るものとする。 
３ 本制度の趣旨に即した活用が図られていないと認められる場合は、利用継続の可否について推

進会議の意見を聞いて処理するものとする。 
 

第１１ その他 
１ 平成１４年７月１日以前に大分県農業経営体育成総合融資制度基本要綱（平成６年１０月１日

付け農経第８６７号）第５の（１）の①により認定を受けた資金利用計画は、本要領第５の（３）

により認定を受けた申込書とみなす。 
２  融資機関、県その他の関係機関（期間の役職員を含む。）は、個人情報の保護に関する法律（平

成１５年法律第５７号）その他の法令の個人情報の保護に関する規定を厳守するととともに、本

資金に係る申込書等の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要綱において

借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続きについては、借入希望者の

同意を得た範囲内において行うものとする。 
３ 融資機関は申込書の受理に当たり、借入希望者に対し、第５の（２）及び推進会議の定めると

ころにより当該申込書を推進会議の構成機関に送付することがある旨についての同意を求め、同

意の場合は、個人情報の取扱いに関する同意書（第１号様式の裏面）の確認欄に記名するものと

する。 
 
   附  則 
１ この要領は、平成６年１０月１日から施行する。 
２ 平成６年度にあっては、第６貸付目標額の設定のうち 
    「１ 融資機関は、要綱第５の１の(1)の規定に基づく翌年度の貸付予定目標額を様式第３号 
 により、前年の１２月１０日までに地方振興局を経由して知事に提出するものとする。」 
      を 
    「１ 融資機関は、平成６年度の貸付予定目標額を様式第３号により、平成６年１２月２７日 
 までに地方振興局を経由して知事に提出するものとする。」 
      とする。 
 
   附  則 
１ この要領は、平成８年４月１日から施行する。 
   附  則 
１ この要領は、平成１２年３月１日から施行する。 
   附  則 
１ この要領は、平成１２年４月２１日以降、基金協会の業務方法書の変更許可があった日から 
  施行する。 
   附  則 
１ この要領は、平成１４年７月１日から施行する。 
   附  則 
１ この要領は、平成１８年４月１日から施行する。 
    附  則 
１ この要領は、平成１９年４月１日から施行する。 
   附  則 
１ この要領は、平成２０年４月１６日から施行する。 
      附  則 
１ この要領は、平成２３年９月１日から施行する。 



      附  則 
１ この要領は、平成２５年３月１４日から施行する。 
      附  則 
１ この要領は、平成２７年１０月１日から施行する。 
      附  則 
１ この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 
      附  則 
１ この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

附  則 
１ この要領は、令和４年６月１日から施行する。 

附  則 
１ この要領は、令和４年１２月５日から施行する。 

 


